
 

 

第８回線引き見直しに係る都市計画公聴会 公述意見の要旨と県の考え方（小田原都市計画区域） 

公聴会 令和６年 11 月 12 日

公述人 公述意見の要旨 県の考え方 

Ｂ氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県素案及び小田原城周辺の現状と再開発の

在り方について、意見を述べる。 

 

【鳥獣被害対策について】 

○ 「都市計画区域の整備、開発及び保全の

方針（以下「整開保」という。）」の７ペ

ージに、環境調和ゾーンの農地を、「隣接

する『自然的環境保全ゾーン』との連続性

を踏まえ保全する」とあるが、野生動物に

よる被害を低減する方針が必要であり、果

樹の管理、農地との緩衝帯の設置などにつ

いて議論すべきと考える。  

 

【小田原南足柄広域農道及び足柄幹線林道の

整備について】 

○ 整開保の８ページに「『自立と連携』の

方向性」として挙げられる南足柄箱根軸に

ついて、はこね金太郎ラインに加え、小田

原南足柄広域農道と足柄幹線林道とを整備

することで、南の仙石原・元箱根など箱根

市街地と、酒匂の西軸・東軸とが、仕事・

教育・医療などで連携できると考える。 

 

【産業用地等の整備について】 

○ 人口減少へ対応した集約化とあるが、需

要を予測した上で、産業用地、移住者向け

住宅、新規参入向け農地の整備を要望す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【駅前再開発について】 

○ その他の商業地に該当する栢山、富水、

螢田及び早川、箱根板橋の立地適正化計画

に地域拠点として位置付けられている私鉄

駅については、利便性が高まる駅前再開発

を要望する。 

 

 

 

 

 

【鳥獣被害対策について】 

○ 野生動物による鳥獣被害対策に関する御

意見については、県及び市の所管部局に伝

えます。 

 

 

 

 

 

 

【小田原南足柄広域農道及び足柄幹線林道の

整備について】 

○ 小田原南足柄広域農道及び足柄幹線林道

の整備に関する御意見については、県及び

関係市町の所管部局に伝えます。 

 

 

 

 

 

【産業用地等の整備について】 

○ 産業用地の整備については、整開保で

は、「工業・流通業務地の形成を図るた

め、必要な産業業務施設集積地の整備につ

いて、農林漁業との調整を図りながら、検

討を行っていく。」としています。 

また、小田原市都市計画マスタープラン

では、「新たな産業用地については、イン

ターチェンジ周辺の幹線道路沿道など、そ

の位置が適正かつ合理的な土地利用の実

現、効率的で質の高い都市整備の推進など

集約型都市構造化に寄与する区域で行いま

す。」とされています。 

○ 移住者向け住宅及び新規参入向け農地の

整備に関する御要望については、県及び市

の所管部局に伝えます。 

 

【駅前再開発について】 

○ 栢山駅周辺地区及び富水駅周辺地区につ

いては、都市再開発の方針において、「地

域拠点としての都市機能を維持・改善する

とともに、都市基盤整備を図る」としてい

ます。 

○ また、小田原市立地適正化計画におい

て、栢⼭駅周辺及び富⽔・螢⽥駅周辺につ
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【景観の保全について】 

○ 特に配慮すべき問題を有する市街地に、

小田原駅周辺の高度利用が挙げられている

が、お堀端通りからおしゃれ横丁入口上空

に見る丹沢の稜線のような、地上からの山

並みの景観保全を求める。 

 

【内水氾濫対策への支援について】 

○ 災害防止のための市街化抑制になるハー

ド面の減災対策として、内水氾濫に対する

地盤嵩上げ、高い基礎、１階のＲＣ化、逆

流防止弁などへの支援を要望する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【市街化調整区域の土地利用の方針につい

て】 

○ 川東北部工業地整備において調整を要す

る農林漁業に「等」が付け加えられている

が、「等」を付けた理由は明確にすべきと

考える。 

○ また、新設の50戸連担開発許可を地区計

画で制限する内容と思われる記述は、分か

りやすい表現にするべきだと思う。 

 

【交通体系の整備について】 

○ 小田原駅周辺の環状線は私鉄との交差に

課題があり、200メートルほどの間隔しか

ない小田急線と大雄山線と五百羅漢辺りま

での区間を長期的には統合できないかなど

について、事業者との意見交換を要望す

いては、「日常生活に必要な商業・医療・

福祉といった様々な生活サービスの誘導を

図ります。」とされており、早川・箱根板

橋駅周辺については、「小田原駅周辺の歴

史的・文化的資源と連携した観光回遊の拠

点として、観光機能の強化を図ります。」

とされています。 

○ 各地域拠点の再開発に関する御要望につ

いては、市の所管部局に伝えます。 

 

【景観の保全について】 

○ 山並みの景観保全に関する御意見につい

ては、市の所管部局に伝えます。 

 

 

 

 

【内水氾濫対策への支援について】 

○ 整開保では、「河川のはん濫を防ぐため

の河川整備、内水のはん濫を防ぐための下

水道整備及び計画的な土地利用の推進、避

難体制の強化などにより、流域治水への転

換を進め、流域全体で総合的な浸水対策を

図る。」としています。 

○ 小田原市立地適正化計画では、「内水に

ついては、内水ハザードマップを作成次

第、早急に内水による災害リスクを分析す

る。」とされています。 

○ 内水氾濫対策への支援に関する御要望に

ついては、県及び市の所管部局に伝えま

す。 

 

【市街化調整区域の土地利用の方針につい

て】 

○ 御意見のありました「等」は、市街化区

域への編入の際に、農業・漁業に加え、生

物の多様性確保に向けた自然環境保全の必

要性といった調整事項を指すものです。 

○ 御指摘の地区計画に関する記述は、地区

計画の決定の方針を位置付けたもので開発

許可制度との関連はございません。 

 

【交通体系の整備について】 

○ 小田急電鉄小田原線と伊豆箱根鉄道大雄

山線に関する御要望については、県及び市

の所管部局に伝えます。 

○ 城山多古線のトンネル完成後の交通量増

加に向けた抜け道や渋滞の対策に関する御
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る。 

○ また、城山多古線のトンネル完成後は、

交通量増加に向けた抜け道や渋滞の対策を

要請する。 

 

【公共交通について】 

○ 箱根方面のバス路線は事業者が重複して

いるため、共同運行、ターミナル共同利

用、周遊パスの共通化などに関して、事業

者との意見交換を要望する。また、バス車

両は、ベビーカーや車椅子での利用できる

ようにバリアフリー化を求める。 

 

【市街地開発事業の決定の方針について】 

○ 小田原駅周辺の再開発にあたっては、事

業者が求める施設とのミスマッチを防ぐた

め、家電量販店、スポーツ用品店など、不

在となっている業態に対して、出店と床面

積の希望を調査することを要請する。 

○ 西口地区基本構想では、取得予定の保留

床にも需要調査が必要であり、また、関係

事業者との協議も必要と考える。 

 

 

 

 

 

【延焼防止対策について】 

○ 延焼防止には、道路の拡幅と、防火壁と

なる横に長い耐火建築物が必要であり、ま

た、市街地の空地については、輻射熱の遮

断や延焼防止の有効性について地形・風向

きなどを科学的に分析した調査が必要と考

える。 

 

 

 

【一号市街地（小田原駅周辺地区）につい

て】 

○ 小田原は、藤沢、平塚、厚木と比較して

も一号市街地の指定に抑制的であるが、特

に、少年院跡地を放置していては、固定資

産税など市の逸失利益が大きく、想定外の

開発を招くおそれもある。再開発への拒否

感情については、正確な情報を提供して誤

解を解くことを要請する。 

 

 

意見については、県及び市の所管部局に伝

えます。 

 

 

 

【公共交通について】 

○ 公共交通及びバスのバリアフリー化に関

する御意見については、市の所管部局に伝

えます。 

 

 

 

 

【市街地開発事業の決定の方針について】 

○ 小田原駅周辺の再開発に関する御意見に

ついては、市の所管部局に伝えます。 

○ なお、小田原駅西口地区については、市

が策定した小田原駅西口地区基本構想にお

いて、「社会の変化に対応するとともに、

地区の未来を見据え、再開発による広場と

建物の一体的な整備を行うことで、居住者

や駅利用者、誰もが快適な都市空間の創造

を目指します。」としており、また、「地

域住民や駅利用者の利便性が向上する用途

の導入を検討し、多様なニーズへの対応を

目指します。」とされています。 

 

【延焼防止対策について】 

○ 整開保では、「建築物の耐震・不燃化を

進め延焼の拡大防止を図る」としており、

また、「市街地の空地は、震災発生時に防

災拠点の役割を担うばかりでなく輻射熱の

遮断や火災の延焼防止に有効であることか

ら、公園、緑地の整備や木造密集市街地の

整備改善など、延焼防止対策を進める」と

しています。 

 

【一号市街地（小田原駅周辺地区）につい

て】 

○ 都市再開発の方針において、小田原駅周

辺地区は、「小田原駅周辺(広域中心拠点)

で、特に重点的に機能の更新あるいは高度

利用の必要のある一体の市街地の区域」と

して一号市街地に位置付けています。 

○ 都市再開発の方針は、市から案の申出を

受けて、県が定めるものであり、第８回線

引き見直しにおける小田原駅周辺地区は、

第７回線引き見直しと同じ区域とする内容
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【小田原城周辺の道路整備について】 

○ 小田原城周辺には、江戸時代の地図から

分かる施設配置やゾーニングが、今もマス

タープランとして残っている。私道である

位置指定道路や高低差もあり、擁壁や階段

で寸断された道路が多くある。自動車を必

要とする現代社会への対応や、将来的な土

地利用や流通へ対応するためにも、整備さ

れた道路が必要であると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

【再開発の事業手法について】 

○ 小田原の立地適正化計画は、鉄道駅を地

域拠点と位置付けたプランであるが、私鉄

の駅前は未整備の状況にあり、計画と現実

とに乖離がある。 

○ 再開発には行政の働きかけとサポートが

必要であり、優良建築物等整備事業や高度

利用地区事業を再開発に活用する方法も考

えられる。 

○ また、小田原が参考とすべきは、国交省

が出した「柔らかい区画整理の手引き～小

規模な区画の再編・活用のすすめ」にある

事例など、柔軟な区画整理と考える。 

○ 例えば、国道と裏道に挟まれた本町一丁

目及び南町一丁目では、駐車場は共同して

裏道にまとめた方が効率的で、地域共同の

駐車場を設置する区画整理は、住民にも訪

問客にもメリットがあると考える。 

○ 少年院跡地については、公共性のある事

業者が戸建てや共同住宅を建てることで、

で、市から案の申出を受けています。 

○ 市は、案の申出にあたって、小田原市都

市計画審議会、小田原市議会及び住民説明

会を経て、都市計画の案の内容を作成して

いると市から聞いています。 

○ 少年院跡地を含む西口周辺については、

今後の面的な土地利用の動向を踏まえ、丁

寧に市民の御意見を聴きながら、必要な対

応を検討していくと市から聞いています。 

○ 少年院跡地の土地利用に関する御意見に

ついては、市の所管部局に伝えます。 

 

【小田原城周辺の道路整備について】 

○ 整開保では、「土地利用や交通需要への

対応、地域間を複数の路線で結ぶ多重性や

代替性も兼ね備えた防災ネットワークの形

成も考慮し、選択と集中による効率的かつ

効果的な整備を推進する。」としていま

す。また、小田原城周辺の土地利用につい

て、「小田原城跡など歴史的・文化的資源

を保全・活用し、回遊性の向上を図り、市

民や来訪者にとって魅力ある市街地の形成

と交流による活性化を図る。」としていま

す。 

○ 小田原城周辺の道路整備に関する御意見

については、市の所管部局に伝えます。 

 

【再開発の事業手法について】 

○ 再開発の事業手法に関する御意見につい

ては、市の所管部局に伝えます。 
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再開発の移転用に分譲したり、仮住まい用

に賃貸したりする活用方法も考えられる。 

○ 住宅の長寿命化により中古住宅の流通が

増え、区画整理により整備されたエリアで

は中古住宅の流通が円滑になる。太陽光発

電の発電効率を考慮すると、街並み誘導型

の地区計画などにより屋根の高さを揃える

ことも必要になる。 

○ 理想とするのは、太陽光を活用する中低

層の共同住宅で、住人はライフステージに

応じて住替えができ、生活サービス施設や

公園もあり、共有の駐車場でＥＶをシェア

できるような、区画整理された市街地の姿

である。 
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【住宅市街地の開発整備の方針について】 

○ １ページの１（１）①の中に、「鉄道駅

等公共交通の利便性が高い地域では居住機

能の向上を図る」とあり、また、（２）①

に、「それぞれの地域が目指す将来像に相

応しい住宅の形態・密度等を誘導」とあ

り、次の②のアの小田原駅周辺については

商業・業務・医療・福祉・文化機能の集積

を図るとともに、市街地再開発の促進等に

よる質の高い駅前市街地空間の整備促進を

図ることが、目指す将来像として書かれて

いる。 

○ 計画書の目指す将来像や、随所にある

「良好な」という言葉は、誰が決めた目指

すべき将来像なのか、誰にとっての良好な

のか、住民の意思はどの程度反映されてい

るのか。 

 

 

 

 

 

【小田原駅西口の市街地再開発について】 

○ 小田原駅西口近くには住宅街があり、古

くからの住民がおり、その家に住み続けた

い意向の方も多く、私もその一人である。 

 西口のロータリーの整備は安全のためにい

いと思うが、住宅地を再開発するというこ

とには大きな違和感がある。 

○ 行政が関わる再開発の場合、３分の２の

賛成があれば、住み続けたい意思があって

も立ち退きを余儀なくされると聞いて不安

を感じている。 

○ 憲法には、自分がどこに住むか自分の意

思で決められる権利、個人として幸福を追

い求める権利があると書かれており、人間

性心理学には、生命を維持する欲求の次

に、命に関係するものを安定的に維持した

いという安全・安心への欲求があるという

説もあると聞く。 

そもそも人が住んでいる場所を開発する

ことに疑問を感じるが、住宅市街地の開発

にあたっては、古くから住んでいる人々に

とって、その場所、その家は、ただの住居

ではなく、生活そのものであるということ

を理解し、住民の気持ちになって考えてほ

しいと強く要望する。 

○ また、小田原は、歴史ある城下町であ

【住宅市街地の開発整備の方針について】 

○ 住宅市街地の開発整備の方針（以下「住

宅方針」という。）は、良好な住宅市街地

の開発整備を図るための長期的かつ総合的

なマスタープランで、住宅市街地にかかる

土地利用、市街地開発事業、都市施設等の

計画を一体的に行うことにより、個々の関

連事業を効果的に実施することや、民間の

建築活動等を適切に誘導することを目的と

して定めるものであり、「集約型都市構造

や脱炭素社会の実現に向けたまちづくりを

基本として、地域の特性に応じた良好な居

住環境を実現すること」としています。 

○ 住宅方針は市から案の申出を受けて、県

が定めるものであり、御意見のありました

「良好な」という表現については、住民に

とっての「良好な」住宅市街地を意味して

おり、計画を定める過程において、小田原

市都市計画審議会、小田原市議会、住民説

明会での御意見等が反映されていると認識

しています。 

 

【小田原駅西口の市街地再開発について】 

○ 都市再開発の方針において、小田原駅周

辺地区は、「小田原駅周辺(広域中心拠点)

で、特に重点的に機能の更新あるいは高度

利用の必要のある一体の市街地の区域」と

して一号市街地に位置付けています。 

○ 都市再開発の方針は、市から案の申出を

受けて、県が定めるものであり、第８回線

引き見直しにおける小田原駅周辺地区は、

第７回線引き見直しと同じ区域とする内容

で、市から案の申出を受けています。 

○ 市は、案の申出にあたって、小田原市都

市計画審議会、小田原市議会及び住民説明

会を経て、都市計画の案の内容を作成して

いると市から聞いています。 

○ 少年院跡地を含む西口周辺については、

今後の面的な土地利用の動向を踏まえ、丁

寧に市民の御意見を聴きながら、必要な対

応を検討していくと市から聞いています。 
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公述人 公述意見の要旨 県の考え方 

Ｃ氏 り、海や山があり、温暖な気候で少しのん

びりとした良さがあり、これらは小田原の

財産だと思う。 

再開発として、高層ビルを建てるだけで

はなく、小田原ののんびりとした風土を消

さないようにする方法をよく検討してほし

い。 
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【小田原駅西口駅前広場の環境の改善につい

て】 

○ 「都市計画区域の整備、開発及び保全の

方針（以下「整開保」という。）」の19ペ

ージに、「本区域の主要な鉄道駅に配置し

た駅前広場など、交通結節点については、

各種交通機関の相互連絡を改善強化すると

ともに、良好な環境や防災的空間を確保

し、利用者の利便性、快適性、安全性の向

上を図るため、必要に応じて整備する。小

田原駅については、東西駅前広場の適正な

機能分担及び東西の市街地の連携強化を図

るため、西口駅前広場の環境の改善に向け

た検討を進める」とある。 

○ 西口駅前広場の環境に関して、歩行者の

安全確保や、自家用車・バスなどの乗り降

りのスペース等といった改善すべき点があ

るものの、東口と異なり比較的駅の近くに

住宅地があることから、広場近辺に住む市

民の生活に支障が出ないようなかたちで進

めてほしい。 

 

 

 

【小田原駅西口の市街地再開発について】 

○ 22ページに、「小田原駅周辺において、

東海道新幹線駅による広域的なゲート機能

を生かし、情報交流などのコンベンション

機能を充実させるほか、商業、業務、医

療、福祉、文化機能の高度な都市機能を集

約・誘導するとともに、街なか居住の促進

によるにぎわいと活気あふれる中心市街地

の形成を図り、国際的な観光地域の顔とし

てふさわしいまちづくりを進める。小田原

駅周辺（西口・東口）の市街地再開発につ

いては、地域地区や地区計画等も併せて都

市計画を検討する」とある。 

東口は、既ににぎわいや活気あふれる中

心市街地であるのに対し、西口周辺は、駅

前広場は別として、ほとんどが閑静な住宅

地、市民の暮らしがある場所であるため、

そこで生活する人たちが不安を感じるよう

な再開発は進めずに、住民の気持ちや意見

を大事に、慎重に考えてほしい。 

○ 15ページに、「小田原駅の西側（中略）

に広がる住宅地については、比較的低密度

で形成されていることから、その環境の保

全に努め、今後も良好な住宅地として維持

【小田原駅西口駅前広場の環境の改善につい

て】 

○ いただいた御意見のとおり、整開保で

は、「良好な環境や防災的空間を確保し、

利用者の利便性、快適性、安全性の向上を

図る」ため、駅前広場を整備することとし

ています。 

○ 小田原市都市計画マスタープランでは、

「西口駅前広場の環境の改善に向けた検討

を進めます。」とされています。 

○ また、市が策定した小田原駅西口地区基

本構想において、「社会の変化に対応する

とともに、地区の未来を見据え、再開発に

よる広場と建物の一体的な整備を行うこと

で、居住者や駅利用者、誰もが快適な都市

空間の創造を目指します。」とされていま

す。 

○ なお、市からは、小田原駅西口駅前広場

の再編については、公共交通と一般車の動

線分離や乗降場の再配置、ゆとりある歩行

空間の確保など、安全で快適な広場空間を

目指しており、利用者や周辺住民の生活に

も配慮しながら検討すると聞いています。 

 

【小田原駅西口の市街地再開発について】 

○ 都市再開発の方針において、小田原駅周

辺地区は、「小田原駅周辺(広域中心拠点)

で、特に重点的に機能の更新あるいは高度

利用の必要のある一体の市街地の区域」と

して一号市街地に位置付けています。 

○ 都市再開発の方針は、市から案の申出を

受けて、県が定めるものであり、第８回線

引き見直しにおける小田原駅周辺地区は、

第７回線引き見直しと同じ区域とする内容

で、市から案の申出を受けています。 

○ 市は、案の申出にあたって、小田原市都

市計画審議会、小田原市議会及び住民説明

会を経て、都市計画の案の内容を作成して

いると市から聞いています。 

○ 少年院跡地を含む西口周辺については、

今後の面的な土地利用の動向を踏まえ、丁

寧に市民の御意見を聴きながら、必要な対

応を検討していくと市から聞いています。 
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公述人 公述意見の要旨 県の考え方 

Ｄ氏 していくものとする」とあるが、今の静か

な住宅地としてのかたちをあまり変えず

に、残すことを希望する。 

○ また、広域中心拠点（小田原駅周辺）に

ついては、「小田原城跡など歴史的・文化

的資源との調和に配慮した景観形成に努め

る」とある。駅西側には小田原城の鬼門除

けと伝わる大稲荷神社を始め、歴史・由緒

ある寺院も多く点在し、寺社の周りには樹

齢の長い大木も多く、緑の多い空間を作っ

ている。そうした景観も、閑静で落ち着い

た地域の中で調和が取れていると考える。

歴史や自然、そして駅近でありながら閑静

な住宅地といったものは、一度失われると

取り戻すのは不可能、あるいは大変難しい

ことから、大切にしていくべきである。 
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【一号市街地（小田原駅周辺地区）につい

て】 

○ 当初、小田原市は、小田原駅西口に隣接

し、広域中心拠点としての機能強化や魅力

ある市街地形成、道路や公園等の基盤整備

による防災性の向上などに取り組む必要が

ある周辺地区と、今後、大規模な土地利用

転換が想定される少年院跡地を小田原都市

計画都市再開発の方針における一号市街地

「小田原駅周辺地区」に含め、区域を拡大

させる方針を示していた。 

具体的には、既に要整備地区として定め

ている小田原駅西口地区に狭い道を挟んで

隣接している帯状のエリア、小田急線東側

の少年院跡地周辺及びそれらを結ぶエリア

の約10ヘクタールを、一号市街地に拡大す

るものであった。 

○ しかし、城山地区での民間再開発構想に

不安を抱いた者などから拡大に反対する署

名が提出され、また、前市長が提唱してい

た少年院跡地におけるゼロカーボン・デジ

タルタウン創造事業が見直されることにな

ったことから、市は小田原駅周辺地区にお

ける一号市街地拡大を見送る案を県へ申し

出た。 

○ 拡大予定であった対象地区は、道路のほ

とんどが狭隘道路で、緊急車両の通行に支

障があり、二項道路や但し書の通路、建築

基準法外の通路に接するなど建替えが困難

な住宅が多数存在する。建替えが可能な場

合にも、セットバックなどにより土地の再

整備を強いられるといった課題がある。ま

た、この地区は宅地造成工事規制区域に含

まれており、防災性の向上などに取り組む

必要がある。 

これらの問題から、当初は一号市街地に

拡大すべき方針が示されていた。問題を認

識したまま一号市街地に拡大せずに次の線

引き見直しまで放置し、災害で市民の命が

脅かされるようなことがあれば、市だけで

なく神奈川県もその責任を負うことになる

と指摘する。 

○ また、先述の反対署名は、高齢者も多い

地元住民が、再開発により立ち退かされる

可能性などを強調されて不安を抱き、民間

事業者による開発計画と一号市街地拡大を

混同した状況下で集められており、結果、

当該開発計画に対する反対署名であるべき

【一号市街地（小田原駅周辺地区）につい

て】 

○ 都市再開発の方針において、小田原駅周

辺地区は、「小田原駅周辺(広域中心拠点)

で、特に重点的に機能の更新あるいは高度

利用の必要のある一体の市街地の区域」と

して一号市街地に位置付けています。 

○ 都市再開発の方針は、市から案の申出を

受けて、県が定めるものであり、第８回線

引き見直しにおける小田原駅周辺地区は、

第７回線引き見直しと同じ区域とする内容

で、市から案の申出を受けています。 

○ 市は、案の申出にあたって、小田原市都

市計画審議会、小田原市議会及び住民説明

会を経て、都市計画の案の内容を作成して

いると市から聞いています。 

○ 少年院跡地を含む西口周辺については、

今後の面的な土地利用の動向を踏まえ、丁

寧に市民の御意見を聴きながら、必要な対

応を検討していくと市から聞いています。 

○ 狭隘道路の整備、少年院跡地の土地利用

等に関する御意見については、市の所管部

局に伝えます。 
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ものが、一号市街地拡大に対する反対署名

にすり替わっている。 

○ 本来、一号市街地は、既成市街地のうち

計画的な再開発が必要な地区を定めるもの

であり、個別の再開発計画を推進するもの

ではない。 

○ 当該地区は、小田原駅至近の魅力的な立

地条件から、行政が関わらなくとも民間か

ら開発計画が持ち上がることは避けられ

ず、将来的な計画を行政が早い段階から関

わって進める必要がある。なお、当該地区

に隣接して西口ロータリーと挟まれたエリ

アは、既に一号市街地の要整備地区に指定

されている。  

○ 市当局は、地元住民からの反対署名が、

一号市街地を拡大することにより立ち退き

などが生じるという認識に基づくものであ

ることを理解している。市や県はこの誤解

により出された反対意見に配慮して拡大を

見送るのではなく、逆に一号市街地に指定

した上で計画的に議論を進めるべきであ

る。 

○ 市は、地元住民の意見に配慮する必要が

あると判断しており、今後、計画的な議論

を進めることは既定路線である。また、当

該地区は先述のとおり街路の再整備などが

不可避なことから、一号市街地に指定しな

い理由はない。再開発は、少年院跡地で想

定されるような大規模開発だけでなく、地

元住民に配慮した小規模な再整備でも再開

発であることから、行政が積極的に関わっ

て議論を進め、地元の声に十分に配慮して

街路整備などの再開発、再整備を行わなけ

ればならない。そうでなければ、次の線引

き見直しまでにまた民間から新たな開発計

画が持ち上がり、同じ問題が繰り返される

ことになる。 

○ 市の少年院跡地利用計画は白紙となった

が、地権者である国が少年院跡地を売却し

て大規模な土地利用転換が図られることに

変わりはないため、その際に少年院跡地を

どのように開発するのか、駅までの住宅地

へ多くの人が流れ込むといった問題をどう

するのかといった課題について、次の線引

き見直しまで放置することは絶対に許され

ない。また、市が少年院跡地利用計画を見

直すことは、小田原駅西口の広場機能の拡

充や広域中心拠点としての機能強化、魅力
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ある市街地形成や、道路・公園等の基盤整

備による防災性の向上などに取り組む必要

性とは関連がなく、一号市街地拡大を見送

る理由にはならない。 

○ 以上の理由から、当宅建協会小田原支部

では、７月中に市に対し、当初どおり一号

市街地を拡大するよう要望書を提出し、８

月には市長を始めとした市担当者と当宅建

協会小田原支部役員らで開催した要望懇談

会にて直接申入れをしている。 

６月の市民説明会で配布された資料に

は、当初方針が記載された下部に、５月に

一号市街地拡大に反対する署名が市民から

提出されたとの添書きがあるのみで、それ

が拡大を見送る理由であるかどうかも含

め、他に記載はない。都市再開発の方針を

当初の内容から180度転換する重要な方針

転換であるにもかかわらず、市民説明会で

正確な理由を記した資料がなく、我々への

説明も口頭による説明のみであり、方針転

換の理由が明確に開示されないまま県に対

して市原案の申出がなされことは、都市計

画を決定していく過程として重大な瑕疵で

ある。 

○ 都市計画は、一度決まると長年にわたり

人々の生活に影響を与えることから、慎重

な議論を積み重ねながら進めるべきもので

ある。本件も行政型の提案、都市計画審議

会での審議、市民からの意見聴取と、法令

に基づいて進められたにもかかわらず、ほ

ぼまとまった市原案が、市民に対して説明

する直前に出された一部の反対意見によっ

て覆されることは、本来あるべき都市計画

の進め方ではなく、法治国家としてあるべ

き進め方ではない。仮に大きく方針転換す

るのであれば、前提条件となる市の総合計

画や都市計画マスタープランから変えてい

くべきである。 

○ そのことを市に対して意見したところ、

今になって、市長交代に伴う新たな総合計

画の策定に動き出したが、それでは順番が

逆である。都市計画は、激甚災害などがな

い限り、首長や議員が誰であってもぶれる

ことなく粛々と進められるべきものであ

る。当初方針は、当該地区に共通する課題

として普遍性のある内容が書かれ、あえて

方針転換するような理由は見当たらない。 

○ 市は現在生活している方々の意見に配慮
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する必要があるとしているが、誤った認識

に基づいた一号市街地拡大に反対する声に

対して、それを倍以上上回る拡大の見送り

に反対する声が集まったことを無視し、無

理やり方針転換しようするのは、一号市街

地拡大を見送ること自体が目的となってい

るためと考える。 

○ ５月に行われた市長選挙では、ゼロカー

ボン・デジタルタウン創造事業を始め前市

長の政策が軒並み反対される中で、一号市

街地拡大に反対する署名は集められた。前

市長の目玉政策であるゼロカーボン・デジ

タルタウン創造事業と、地元住民が不安を

抱く民間開発計画、それぞれ個別の反対署

名でよかったものを、まとめて一号市街地

拡大の反対署名に擦り替えたことにより、

都市計画の方針まで変える事態となってい

る。選挙や署名活動の結果で個々の計画が

変わることは理解できるが、都市計画の方

針まで変更するようなことは、絶対にあっ

てはならない。 

○ 県に対しては、当初どおり一号市街地を

拡大して、当該地区の将来像について地元

住民の意見に配慮しつつ計画的に議論を進

めることを強く求める。市原案のとおり一

号市街地拡大を見送るのであれば、それの

根拠としている反対署名、反対意見が市長

選挙と全く無関係であったことを証明する

必要がある。 
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【都市再開発の方針について】 

○ 都市再開発の方針の「１ 基本方針」に

ついて、人口減少・超高齢化社会に集約型

都市構造の推進などと記載があるが、高齢

者にとっては、住み慣れた土地ほど安全・

安心な場所はないため、高齢者への十分な

配慮を求める。 

○ なお、住み慣れた地域で老後を安心して

過ごすために、地域一体となって高齢者を

支えるシステムとして地域包括ケアが推進

されているが、その住み慣れた土地・地域

に最低限必要な公共施設や都市機能が配置

されていることが望ましい形であると考え

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【一号市街地（小田原駅周辺地区）につい

て】 

○ 都市再開発の方針における別表１の「１ 

小田原駅周辺地区」について、「土地の高

度利用及び都市機能の更新に関する方針」

の「適切な用途及び密度の確保、その他の

適切な土地利用の実現に関する事項」に

「再開発手法等の導入」とあるが、導入す

るにしても、地権者が理解・納得すること

が重要であり、住民合意を徹底して目指す

ことが必要であると考える。 

○ 小田原駅周辺地区の面積約76ヘクタール

を一号市街地にすると記載されており、再

開発の目標として、「広域中心拠点として

の機能強化と魅力ある景観形成」など３つ

の観点が定められている。 

○ ここで、一号市街地とは、計画的に再開

発が必要な市街地であり、また、都市再開

発法第２条の３第１項第１号に規定する都

市再開発の方針が定められた地区である。 

○ なお、静かな住宅地である城山を一号市

街地にしてほしくないことから反対運動が

起きたが、反対運動の当事者に一号市街地

についての誤解はなかったと強調する。 

○ 再開発手法のひとつである市街地再開発

【都市再開発の方針について】 

○ 「都市計画区域の整備、開発及び保全の

方針」では、集約型都市構造の実現に向け

た都市づくりを都市計画の目標の一つとし

ており、「今後さらに進行する少子高齢化

や本格化する人口減少社会に備え、長期的

な視点に立って、集約すべき拠点の明示や

市町による立地適正化計画などにより、引

き続き、地域の実情に応じた集約型都市構

造化に向けた取組を進める。」とし、都市

再開発の方針の基本方針にその考え方を反

映しています。 

○ なお、小田原市立地適正化計画では、

「『公共交通の利便性を生かした“歩いて

暮らせる”生活圏の構築』の実現に向けて

（中略）段階的な生活圏の形成を目指しま

す。」とされ、「徒歩及び公共交通の利用

を前提に、市街地の広がり、公共交通網の

形成状況と利用状況、今後の超高齢社会を

支える地域包括ケアシステムを展開する日

常生活圏域等を鑑み、生活圏を設定しま

す。」とされています。 

 

【一号市街地（小田原駅周辺地区）につい

て】 

○ 都市再開発の方針において、小田原駅周

辺地区は、「小田原駅周辺(広域中心拠点)

で、特に重点的に機能の更新あるいは高度

利用の必要のある一体の市街地の区域」と

して一号市街地に位置付けています。 

○ 都市再開発の方針は、市から案の申出を

受けて、県が定めるものであり、第８回線

引き見直しにおける小田原駅周辺地区は、

第７回線引き見直しと同じ区域とする内容

で、市から案の申出を受けています。 

○ 市は、案の申出にあたって、小田原市都

市計画審議会、小田原市議会及び住民説明

会を経て、都市計画の案の内容を作成して

いると市から聞いています。 

○ 少年院跡地を含む西口周辺については、

今後の面的な土地利用の動向を踏まえ、丁

寧に市民の御意見を聴きながら、必要な対

応を検討していくと市から聞いています。 
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事業を進めるには、都市再開発法で全地権

者の３分の２の同意が必要だとされている

が、同意後は、法的手続に沿って事業は進

められ、地権者はこの事業によって完成し

た新しいビルへの入居、それを望まないの

であれば、補償金すなわち立退料を受け取

り、現在の場所から立ち退かなければなら

ない。 

市は、「市街地再開発事業は、都市再開

発法に基づき、市街地内の土地利用の細分

化や老朽した建築物の密集、十分な公共施

設がないなど、都市機能の低下が見られる

地域において敷地を共同化し、防災性の高

い建築物や公園、広場、道路、駅前広場の

公共施設の整備等を行うことにより、土地

の合理的かつ健全な高度利用と都市機能を

図る事業」と説明しているが、地権者には

土地を手放すことに計り知れない苦しみが

あることから、立ち退きが必要となるよう

な再開発は初めからすべきではない。 

○ 住み慣れた土地・地域には、連綿とした

人々の暮らし・歴史が刻まれている。地権

者一人一人が所有する土地や建物、周辺の

住民一人一人にとってかけがえのない地域

であるだけに、まちづくりは徹底した住民

合意が必要である。 
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【少年院跡地について】 

○ 都市再開発の方針の別表１に示す計画的

な再開発が必要な市街地の小田原駅周辺地

区に少年院跡地を含めるべきである。 

○ 少年院跡地については、2022年度からス

タートした第６次小田原市総合計画「2030

年ロードマップ1.0」を踏まえて改定され

た、2042年度までの都市の姿を示している

小田原市都市計画マスタープランに、「脱

炭素社会の現実に資する取組として、エネ

ルギーの地産地消を基本的な概念としたモ

デル地区『ゼロカーボン・デジタルタウ

ン』を創造するため、少年院跡地を候補地

として、地区計画制度などの検討も含め、

魅力ある市街地の形成に努めます。」と記

されている。 

○ この都市計画マスタープランは、令和３

年８月から令和５年２月の１年半の歳月を

かけて策定され、４回の都市計画審議会及

び同じく４回の市議会の建設経済委員会に

諮られ、また、その間、地域別住民説明

会、パブリックコメントを実施して定めた

もので、正式な手続を踏んだものであり、

軽々しく扱うようなことが決してあっては

ならないプランである。 

○ また、小田原市都市計画マスタープラン

は、今後の都市計画行政の基本とされ、都

市計画の見直しなどの指針になるもので、

県が定める小田原都市計画都市再開発の方

針との整合を図るべきものである。 

○ 別表１にある「二項再開発の促進地区の

名称、面積」の欄に、少年院跡地を記すべ

きである。 

○ 令和６年２月に市が作成した「ゼロカー

ボン・デジタルタウン基本構想～小田原か

ら加速させる温暖化対策～」によると、

「市が目指している2050年の脱炭素社会実

現に向けた取組を加速させるため、2030年

の街びらきを目標に『究極のゼロカーボ

ン』と『社会変化に適応した豊かな暮ら

し』との両立を『最先端のデジタル技術』

で支え、社会課題の解決を図りながら幸せ

を実感できる暮らしを体現する新しいモデ

ルタウンを創るものです。そして、この街

で生まれた技術やノウハウを市内外に広げ

ていくことで、世界のカーボンニュートラ

ルの実現に貢献していくことを目指しま

す」と記され、計画候補地として小田原少

【少年院跡地について】 

○ 都市再開発の方針において、小田原駅周

辺地区は、「小田原駅周辺(広域中心拠点)

で、特に重点的に機能の更新あるいは高度

利用の必要のある一体の市街地の区域」と

して一号市街地に位置付けています。 

○ 都市再開発の方針は、市から案の申出を

受けて、県が定めるものであり、第８回線

引き見直しにおける小田原駅周辺地区は、

第７回線引き見直しと同じ区域とする内容

で、市から案の申出を受けています。 

○ 市は、案の申出にあたって、小田原市都

市計画審議会、小田原市議会及び住民説明

会を経て、都市計画の案の内容を作成して

いると市から聞いています。 

○ 少年院跡地を含む西口周辺については、

今後の面的な土地利用の動向を踏まえ、丁

寧に市民の御意見を聴きながら、必要な対

応を検討していくと市から聞いています。 

○ 少年院跡地の土地利用に関する御意見に

ついては、市の所管部局に伝えします。 
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Ｇ氏 年院跡地が明記されている。 

○ 今回の線引き見直しの目標年次は2035年

であることから、2030年の街びらきを目標

としている少年院跡地は、具体的に計画が

進行していたことも含めて、二項再開発促

進地区とするべきである。 

○ 市長の交代や一部の市民等からの意見が

あったという理由で、これまでの計画を白

紙にするようなことは、民主主義国家にお

いてあってはならず、小田原の都市の発展

を阻害するものであり、非常に危惧してい

る。 
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